
「人を分け隔てするなら 

 あなたがたは罪を犯すことになります」 
（ヤコブ 2・9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知らずに他人を傷つけるわたしたち。 

差別・いじめをなくすにはどうしたらいいのでしょう。 

 

「すべての差別は、……神の意図に反するものであり、克服し、排除し

なければなりません」（現代世界憲章 29） 

「信徒はつねに相互愛を実践し、共通善を最優先させながら、誠実な

対話によって互いを啓発しなければなりません」（同上 43） 

 

 

 

知らずに他人を傷つけるわたしたち。 

差別・いじめをなくすにはどうしたらいいのでしょう。 

 

-現代世界憲章より- 

「すべての差別は神の意図に反するものであり、克服され、排除されなければなりま

せん」（29） 

「信徒はつねに相互愛を実践し、共通善を最優先させながら、誠実な対話によって

互いを啓発しなければならない」（43） 
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